
 

 

１ 簡易な請求書（はがき型）の返送状況と未返送の方への今後の働きかけについて 

９月２７日までにお送りした簡易な請求書（はがき型）（約７６８万件）について、

１０月１６日時点で、約６８８万件（約９０％）の返送をいただいております。 

ご返送の期限（１０月１８日）までに返送いただいていない方についても、年内に日

本年金機構に届くよう返送いただければ１０月分からのお支払ができるため、必要な

方が確実に受給できるよう、年内に複数回のお知らせをお送りする予定です。 

年金生活者支援給付金の簡易な請求書（はがき型）の返送状況等について 

２ 請求書の追加送付等について 

簡易な請求書（はがき型）については、市町村から提供された所得・世帯データに基

づいて、要件判定を行い、支給対象となった方に９月以降順次送付したところです。 

簡易な請求書（はがき型）の送付後に、提出されていた所得・世帯データについて、

２４の市町村から訂正の申出がありました。当該市町村からの申出に基づき判定したと

ころ、実際には支給対象ではないことが判明した方、新たに支給対象となることが判明

した方、支給額が変更となる方が下記の市町村別の内訳のとおり、２３の市町村におい

ていらっしゃいました。これらに該当することが判明した方には、追加的にお知らせや

請求手続に必要な書類をそれぞれお送りしています。また、このほか、個別に市町村に

所得確認が必要であるため、今後判定を行う方が 858 名いらっしゃいます。この方々に

も、追加的にお知らせや請求手続に必要な書類をそれぞれお送りします。 

なお、新たに支給対象となることが判明した方については、請求手続に必要な書類を

送付しており、そこに同封されている請求書（はがき型）を１０月末までに返送いただ

ければ、通常と同様１２月からお支払いができます。 

また、他の市町村においても同様の訂正がないか改めて確認をしており、その結果に

ついては、今後、日本年金機構のホームページの年金生活者支援給付金に関するページ

において公表するとともに、必要な請求書の送付など適切に対応いたします。 

別紙 

※ なお、１０月１９日（土）及び２０日（日）については、これら請求書の追加送付等に関する
お問い合わせを下記連絡先にて対応いたします。 
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〈市町村別の内訳〉 


